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国際郵便約款新旧対照表 

※下線部分は改正部分 

現    行 改    正 

（料金別納、料金後納及び料金計器別納） 

第４５条 国際郵便に関する料金は、料金別納、料金後納及び料金計器別納とすることができます。

これらの方法による料金の支払の条件については、当社が別に定める場合を除き、内国郵便約款

第３章第２節第２款（料金別納）から第４款（料金計器別納）までに規定するところによります。 

 

（注） 当社が別に定める場合は、次のとおりとします。 

１ 料金別納とする場合 

(1) 料金額が同一で、同時に１０通（個）以上差し出す外国宛て郵便物は、料金別納とす

ることができます。ただし、次に掲げる郵便物については、これにかかわらず、料金額

が同一でない場合又は１０通（個）に満たない場合であっても、料金別納とすることが

できます。 

 

区別 郵便物 

１ 料金額が同一でない

場合であっても料金別

納とすることができる

もの 

(1) 料金表に規定する航空優先大量郵便物、航空非優

先大量郵便物又は国際eパケットライト郵便物の料金

が適用されるもの 

(2)・(3) （略） 

２ （略） （略） 

 

(2)・(3) （略） 

２～４ （略） 

 

（国際特定記録の取扱い） 

第８４条の２ 国際特定記録は、郵便物の引受けを記録する取扱いです。 

２ 国際特定記録の取扱いは、当社が別に定める条件によりこの取扱いを行う国に宛てた小形包装

物について行います。 

３ （略） 

 

（注） 第２項の当社が別に定める条件は、次のとおりとします。 

１ 料金表に規定する国際 e パケットライト郵便物であること。 

２ 別記１３の２に掲げる国又は地域に宛てて差し出されたものであること。 

 

３ （略） 

 

料金表 

第１表 通常郵便物の料金 

 

第１ 適用 

 

（料金別納、料金後納及び料金計器別納） 

第４５条 国際郵便に関する料金は、料金別納、料金後納及び料金計器別納とすることができます。

これらの方法による料金の支払の条件については、当社が別に定める場合を除き、内国郵便約款

第３章第２節第２款（料金別納）から第４款（料金計器別納）までに規定するところによります。 

 

（注） 当社が別に定める場合は、次のとおりとします。 

１ 料金別納とする場合 

(1) 料金額が同一で、同時に１０通（個）以上差し出す外国宛て郵便物は、料金別納とす

ることができます。ただし、次に掲げる郵便物については、これにかかわらず、料金額

が同一でない場合又は１０通（個）に満たない場合であっても、料金別納とすることが

できます。 

 

区別 郵便物 

１ 料金額が同一でない

場合であっても料金別

納とすることができる

もの 

(1) 料金表に規定する航空優先大量郵便物、航空非優

先大量郵便物又は国際エアパケット郵便物の料金が

適用されるもの 

(2)・(3) （略） 

２ （略） （略） 

 

(2)・(3) （略） 

２～４ （略） 

 

（国際特定記録の取扱い） 

第８４条の２ 国際特定記録は、郵便物の引受けを記録する取扱いです。 

２ 国際特定記録の取扱いは、当社が別に定める条件によりこの取扱いを行う国に宛てた小形包装

物について行います。 

３ （略） 

 

（注） 第２項の当社が別に定める条件は、次のとおりとします。 

１ 料金表に規定する国際エアパケット郵便物であること。 

２ 別表「各地帯の名宛地域の明細表」に掲げる国又は地域に宛てて差し出されたものであ

ること。 

３ （略） 

 

料金表 

第１表 通常郵便物の料金 

 

第１ 適用 

 

別添 
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１～４ （略） 

５ 小形包装物の料金 

(1) （略） 

(2) 次に掲げる条件を満たす小形包装物は、「国際 e パケットライト郵便物」といい、第２

の２(3)（国際 e パケットライト郵便物の料金）に規定する料金を適用します。 

ア・イ （略） 

 

（注） （略） 

 

６ （略） 

 

第２ 料金額 

 

１ （略） 

２ 印刷物及び小形包装物の料金 

(1)・(2) （略） 

(3) 国際 e パケットライト郵便物の料金 

国際 e パケットライト郵便物の料金は、(2)のアの表に規定する料金額に、第６表第２

（料金額）に規定する国際特定記録郵便料の料金を加えた額とします。 

３ （略） 

 

第２表 通常郵便物の料金割引 

 

第１ 適用 

 

   通常郵便物（盲人用郵便物並びに低料印刷物、国際 e パケットライト郵便物、航空優先大

量郵便物及び航空非優先大量郵便物の料金が適用されるものを除きます。以下この第１におい

て同じとします。）の料金については、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に定めるところに

より割引をします。この場合において、１及び２のいずれも満たすものについては、割引率の

いずれか高い方の条件を満たすものとみなします。 

 

１・２ （略） 

 

第２ 料金割引率 （略） 

 

別記４ ＣＮ２２の様式 

１～４ （略） 

５ 小形包装物の料金 

(1) （略） 

(2) 次に掲げる条件を満たす小形包装物は、「国際エアパケット郵便物」といい、第２の２

(3)（国際エアパケット郵便物の料金）に規定する料金を適用します。 

ア・イ （略） 

 

（注） （略） 

 

６ （略） 

 

第２ 料金額 

 

１ （略） 

２ 印刷物及び小形包装物の料金 

(1)・(2) （略） 

(3) 国際エアパケット郵便物の料金 

国際エアパケット郵便物の料金は、(2)のアの表に規定する料金額に、第６表第２（料

金額）に規定する国際特定記録郵便料の料金を加えた額とします。 

３ （略） 

 

第２表 通常郵便物の料金割引 

 

第１ 適用 

 

   通常郵便物（盲人用郵便物並びに低料印刷物、国際エアパケット郵便物、航空優先大量郵

便物及び航空非優先大量郵便物の料金が適用されるものを除きます。以下この第１において同

じとします。）の料金については、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に定めるところにより

割引をします。この場合において、１及び２のいずれも満たすものについては、割引率のいず

れか高い方の条件を満たすものとみなします。 

 

１・２ （略） 

 

第２ 料金割引率 （略） 

 

別記４ ＣＮ２２の様式 
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74 

105 

 
 

（表示した寸法の単位はミリメートル） 

備考 

１～３ （略） 

 

 

（表示した寸法の単位はミリメートル） 

備考 

１～３ （略） 
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別記１３の２ 国際特定記録の取扱いを行う国又は地域 

地帯 国又は地域 

第 1 地帯 大韓民国、台湾、中華人民共和国 

第 2 地帯 インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、ネパー

ル、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ブータン、ブルネイ、ベトナム、

香港、マカオ、マレーシア、ミャンマー、モルディブ、モンゴル、ラオス 

第 3 地帯 １ オセアニア地域 

オーストラリア、キリバス、クック、サモア、ツバル、ニュー・カレドニア、 

ニュージーランド、バヌアツ、フィジー、仏領ポリネシア 

２ 北アメリカ 

カナダ、メキシコ 

３ 中近東地域 

アラブ首長国連邦、イスラエル、イラク、イラン、オマーン、カタール、クウ

ェート、サウジアラビア、トルコ、バーレーン、ヨルダン、レバノン 

４ ヨーロッパ 

アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アルメニア、イタリア、 

ウクライナ、ウズベキスタン、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、

カザフスタン、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、キルギス、クロアチア、

ジブラルタル、ジャージー、スイス、スウェーデン、スぺイン、スロバキア、 

スロベニア、セルビア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリ

ー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ボスニア・

ヘルツェゴビナ、ポルトガル（アゾレス諸島及びマデイラ諸島を含みます。）、

マルタ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ルクセンブルク 

第 4 地帯 アメリカ合衆国及びアメリカ合衆国の海外領土（グアム、ウェーキ、北マリアナ

諸島、ミッドウェイ諸島、米領サモア、プエルト・リコ、米領ヴァージン諸島） 

第 5 地帯 １ アフリカ 

アルジェリア、アンゴラ、ウガンダ、エジプト、エチオピア、ガーナ、ガボン、 

ガンビア、ギニア、ケニア、コートジボワール、コンゴ民主共和国、シエラレ

オネ、ジブチ、ジンバブエ、セネガル、タンザニア、チュニジア、トーゴ、ナ

イジェリア、ベナン、マダガスカル、南アフリカ共和国、モーリシャス、モー

リタニア、モザンビーク、モロッコ、リベリア、ルワンダ、レユニオン 

２ 中央アメリカ及び西インド諸島 

エルサルバドル、ガドループ、キューバ、コスタリカ、ジャマイカ、ドミニカ

共和国、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、パナマ、ホンジュラス、マルチ

ニーク 

３ 南アメリカ 

アルゼンチン、エクアドル、コロンビア、チリ、ブラジル、ベネズエラ、ペル 

ー 

 

 

別記１３の２ 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附 則（２０２６年５月１５日 2026-日国郵第００４５号） 

 

この改正規定は、２０２６年６月１日から実施します。 

 

 


